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平成２７年度第３回みよし市総合教育会議 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 者 

 

 

 

出 席 し た 

事 務 局 職 員 

 

 

 

 

 

書     記 

 

傍 聴 者 

 

開 会 

 

 

 

 

 

 

 

市長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年２月２３日（火）午後１時３０分開会 

 

みよし市役所 ６階 ６０１・６０２会議室 

 

市 長：小野田 賢治    教育委員長：久野 元典 

教育委員長職務代理者：古田 みどり   教育委員：藤森 猛 

教育委員：天野 博道   教育長：今瀬 良江  

 

教育部長：塚本直樹、教育部参事：吉澤通記、教育部次長：鈴木政美、 

文化振興専門監（建設）：酒井峰孝、文化振興専門監（振興）兼図書館長：深谷幸広 

企画政策課長：野々山清、教育行政課長：鈴木正憲、 

歴史民俗資料館長：神谷浩一、学校教育課長：増岡潤一郎、 

給食センター所長：久野俊人、スポーツ課長：深津弘樹 

教育行政課副主幹：吉川直希 

 

教育行政課副主幹：深谷正浩 

 

なし 

 

企画政策課長  一同ご起立ください。 

【一同 礼】 

ご着席ください。 

ただいまより平成２７年度第３回総合教育会議を開会いたします。 

       なお、本会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の

４第６項の規定により公開としておりますので、よろしくお願いしま

す。最初に、小野田市長がごあいさつを申し上げます。 

 

市 長  本日は、皆様ご多忙の中、平成２７年度第３回みよし市総合教育会議

を招集しましたところ、全員のご出席をいただき開催できますことに、

まずもってお礼を申し上げます。 

昨年５月１３日に第１回目、９月１１日に第２回目の会議を開催さ

せていただき、今回が今年度では最後の会議となります。 

本日の会議では、「教育に関する大綱」を策定するのにあわせ、「教

育費の主要事業にかかる平成２７年度実績及び２８年度事業計画」につ

いてを議題とさせていただいております。 

市では、平成２８年度予算の編成作業も完了し、３月の市議会定例会

に議案として上程してまいります。最近、新聞紙面等でも大きく報道さ

れておりますが、税制改正による法人市民税の減少は本市にとって非常
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教 育 委 員 長 

あ い さ つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

議 題 １ 

「平成２８年度

の教育に関する

重点施策につい

に厳しいものであり、これからは、さらに必要な施策を見極め、教育効

果の特に高いものに特化するなど、事業の取捨選択をしていかなければ

なりません。 

そうした中、教育費の予算総額につきましては、平成２７年度と比べ

ておよそ１５％の減少となっておりますが、これは、図書館学習交流プ

ラザ「サンライブ」建設事業の完了による減が大きな要因であり、小学

校普通教室への空調設備設置をはじめとした施設設備の整備事業や、中

学校２年生での３５人学級実現のための予算などを積極的に計上して

おります。 

詳細につきましては、後ほど議題の中で説明させていただきますが、

本日の会議では、皆様とできるだけ忌憚のない意見交換を行いながら、

「みよしの教育」の一層の充実を図ってまいりたいと考えておりますの

で、皆様のご協力をお願い申し上げ、会議開催にあたってのあいさつと

させていただきます。 

企画政策課長  続きまして、久野教育委員会委員長よりごあいさつをいただきます。 

久野委員長  市長の招集により、第３回目の総合教育会議が開催されるわけです

が、本日は、「教育に関する大綱について」、そして「教育に関する主要

事業の平成２７年度実績及び平成２８年度事業計画等について」が議題

となっております。 

この総合教育会議という場は、市長と教育委員会が直接意見交換を行

うことができる、数少ない非常に有意義な場であると思います。 

本日の会議では、互いに忌憚のない意見交換を行い、小野田市長にお

かれましては、本日の各委員からの意見等を今後の教育行政を推進して

いくうえでの参考としていただければ幸いに思います。 

教育委員の皆さんにおかれましては、せっかくの機会でありますの

で、積極的なご発言をお願いしたいと思います。本日はよろしくお願い

します。 

企画政策課長  ありがとうございました。ただ今から議事に入りますが、みよし市

総合教育会議運営要領第４条第１項の規定により、この後の議事に

つきましては、小野田市長に議長をお願いいたします。 

市 長  それでは、議長として議事の取り回しをさせていただきますので、

皆様のご協力をお願いいたします。なお、会議録の作成につきまし

ては、みよし市総合教育会議運営要領第７条の規定に基づき、教育

行政課 深谷副主幹にお願いします。 

 

市 長  最初に、議題１「教育に関する大綱について」を議題とします。 

昨年５月に開催しました第１回総合教育会議におきまして、現行の

教育基本計画の「基本理念」及び「基本方針」の部分を本市の教育

に関する大綱として決定いたしました。そして、策定中の新しい教
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育基本計画ができ次第、新計画の基本となる部分をもって新たな大

綱としていく旨を申し上げました。 

その後、９月に開催しました第２回総合教育会議では、策定中で

ありました新しい教育基本計画の内容についてご説明申し上げ、教

育委員の皆様からご意見をいただきました。 

平成２６年度・２７年度の２カ年で策定作業を行ってまいりまし

た新しい教育基本計画については、今年１月２６日に、教育基本計

画策定委員会で最終の取りまとめをいただき、平成２８年度から３

７年度までの１０年間を計画期間とした「みよし市教育振興基本計

画 －みよし教育プラン－」の案として策定委員会委員長から私に

ご提出いただき、この計画案をもって、正式に平成２８年度からの

本市の教育振興基本計画として策定いたしました。 

この計画では、「学ぶ楽しさで、人と人とをつなぐ」という基本理

念を基に、「次代を担う子どもをみんなで大切に育てる」、「生涯にわ

たって学び続ける市民を応援する」、「『ふるさとみよし』を創る市民

を育てる」を三本の柱として設定し、この「三本の柱」を着実に実

行することにより、目指す人間像である「生涯にわたって自らを磨

き続け、仲間と共に『ふるさとみよし』を築き、より良い次代を創

り出すひと」に迫っていくものであります。 

前々から申し上げておりますように、私はこの計画における基本

的な部分を平成２８年４月からの本市の「教育に関する大綱」とし

ていきたいと考えており、ただいま申し上げました「基本理念」と

「三本の柱」、そして「目指す人間像」の部分を、「みよし市 教育

に関する大綱（案）」として、お手元に配付させていただいておりま

す。 

このことについて、皆様からのご意見等をいただきたいと思いま

す。挙手のうえ、ご発言をお願いいたします。 

各 委 員  【意見等なし】 

市 長  教育委員会議等でお聞きであるとは思いますが、今回策定しました教

育振興基本計画は、市民アンケートやパブリックコメント等によって意

見集約を行っており、また、私が委嘱した策定委員会の委員の総意でお

取りまとめいただいたものです。そして、本日ご提案しております大綱

（案）は、この計画の基本となる部分を抜粋したものであります。 

       特にご意見等もないようですので、ただ今ご説明申し上げましたとお

り、新たに策定した「みよし市教育振興基本計画 －みよし教育プラン

－」の中から「基本理念」とその実現のための「三本の柱」及び「目指

す人間像」の部分を抜き出したお手元の（案）を、平成２８年度以降の

本市における「教育に関する大綱」といたします。 
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議 題 ２ 

「教育に関する

主要事業の平成

２７年度実績及

び平成２８年度

事業計画等につ
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市 長  続きまして、議題２「教育に関する主要事業の平成２７年度実績及び

平成２８年度事業計画等について」であります。 

       平成２７年度も残すところあと１か月強となり、間もなく平成２８年

度を迎えます。先日は、２８年度当初予算の内示も行い、３月３日に開

会する平成２８年第１回みよし市議会定例会に予算（案）を上程してま

いります。 

       そこで、本日の総合教育会議では、教育に関する主要事業等について、

２７年度の実績や２８年度の事業計画等を取りまとめたものを資料と

してお手元に配付させていただきましたので、内容について事務局から

説明をお願いします。 

教育行政課長  資料、№１の「複合施設建設事業」は、図書館機能と生涯学習機能

を併せ持つ複合施設である「図書館学習交流プラザ」（サンライブ）を

建設するもので、事業年度は、設計を含めて平成２４年から２７年度の

４年間で、総事業費3,056,924千円で進めてきております。３月末には

工事が終了し、４月から６月中旬まで図書館の引越しや書架への備付な

どの準備を行い、７月２日に開館する計画です。 

平成２７年度事業実績としては、建設工事、外構工事、建物の西側入

り口に施設利用者の利便性を図るためのバス亭の改修工事などを進め

てきました。平成２８年度事業計画は、備品、消耗品等購入、駐車場整

備、市役所と施設を結ぶ情報の道整備を予定しています。 

特記事項としましては、４月１日から開館までのおよそ３カ月間図書

館を閉館し、開館記念式典を７月２日に開催いたします。 

№２の「サンアート大規模改修事業」については、開館から２０年以

上が経過した文化センター サンアート施設、設備等の経年劣化による

大規模改修するものです。事業年度の予定としては、平成２７年度から

３７年度までの１１年間としており、総事業費は、3,241,916千円と積

算しています。 

平成２７年度の実績は、第１期工事として屋上防水及び外壁改修とそ

の監理業務委託、第２期工事設計業務委託を行いました。 

特記事項としては、屋上防水工事中の大雨により、ホール舞台等に雨

漏りが発生したことに加え、利用者から工事の騒音についての苦情があ

りました。２８年度の事業計画は、第２期工事として小ホール舞台、大

小ホール機器 更新等とその監理業務委託を行うとともに、第３期に加

えて第４期設計業務委託を予定しています。特記事項としては、翌年と

翌々年の実施設計を行うことにより、早期の工事計画を立て、大きな騒

音等の発生が予想される時期はあらかじめ施設の予約をできないよう

にすることを予定しています。 

       №３の「小中学校普通教室空調機設置事業」は、夏の暑さ対策のため、

市内１２小学校及び４中学校の普通教室に空調設備を設置するもので
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す。 

平成２７年度は中学校の普通教室に空調機を設置し、２８年度は小学

校の普通教室に空調機を設置する予定です。 

       特記事項としては、音楽室をはじめとした特別教室について、空調機

または扇風機設置の是非を早急に検討していく必要があります。 

       №４の「天王小学校大規模改修事業」は、老朽化が著しく、学校運営

に支障を来す恐れがあるため、計画に基づき大規模改修を実施するもの

です。事業年度は、平成２４年度から２７年度までの４年間で、総事業

費は1,102,809千円です。 

平成２７年度の事業実績は、第３期工事としてプール・体育館・外構

等の工事及びその監理業務委託を行い校舎、体育館及びプールの改修は

終了しました。 

なお、グラウンド改修工事については、放課後児童クラブの設置計画

がありますので、その工事にあわせて平成２９年度に実施する予定で

す。 

        №５の「北中学校大規模改修事業」は、天王小学校と同様、老朽化

が著しく、学校運営に支障を来す恐れがあるため、計画に基づき大規模

改修を実施するものです。事業年度は、平成２７年度から３０年度の４

年間で、総事業費を960,504千円と積算しています。 

平成２７年度の事業実績は、平成２８年度に第１期工事として行う管

理棟・武道場の実施設計業務委託を行うとともに、エレベーターの設置

工事を先行して行いました。平成２８年の事業計画は、第１期工事とそ

の監理業務委託及び第２期工事の実施設計業務委託を予定しています。 

特記事項としては、国の学校施設環境改善交付金の確保が課題となっ

ていますので、しっかりと要望していきます。 

№６の「新教育基本計画策定事業」は、みよし市教育振興基本計画

「みよし教育プラン」を策定し、計画書及び概要版を印刷するものです。

策定年度は、平成２６年度と２７年度の２年間で、計画年次は平成２８

年度から平成３７年度までの１０年間としています。 

平成２７年度の事業実績は、教育基本計画策定委員会を４回開催し、

計画書1,000部、及び概要版2,000部の印刷を現在行っております。平

成２８年度の事業計画は、教育振興基本計画推進委員会を３回ほど開催

し、計画の進捗状況や成果を検証していきます。 

        №７の「地域未来塾推進事業」は、家庭の経済的な状況や家庭教育

力等の問題から、家庭学習の習慣が十分に定着しなかったり、学習が遅

れがちであったりする中高生に対し、地域住民や大学生ボランティアに

よる原則無料の学習支援を国・県の補助事業として行うものです。対象

者は、市内在住、在学の中学生及び高校生で、開催時期は夏休みに１０

日間、冬休みに５日間程度、サンライブなどの施設において開催する計
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画です。今後、参加者の状況を見ながら、開催場所・時期・定員等につ

いて拡大も含めて検討していきます。以上、教育行政課の説明とさせて

いただきます。 

図 書 館 長  №８の「図書、逐次刊行物の整備事業」ですが、新図書館のオープン

に向けて平成２７年度は 12,000冊ほどの図書を発注しており、一部は

現図書館に搬入し、新図書館が完成するとそちらへ搬入することになり

ます。２８年度は、13,000 冊ほどの購入を見込んでいます。また、新

図書館では雑誌コーナーの充実を図り、現在の７１種類から３６４種類

に増やし、その内の３６種類を雑誌スポンサー制度で整備する予定で

す。 

       №９の「図書館電算事業」については、平成２７年度は新図書館に設

置するＢＤＳや自動貸出機、自動仕分機などの電算機器の選定等を行い

ました。２８年７月のオープンまでに設置を完了します。 

       №10の「図書館窓口等運営事業」については、従来は図書館のカウン

ター窓口業務等は職員と臨時職員で行っていましたが、新図書館では図

書館流通センターに窓口での貸出・返却業務やレファレンス及び一部選

書について業務委託していきます。以上、中央図書館の説明とさせてい

ただきます。 

資 料 館 長  №11の「郷土芸能伝承活動発表会開催事業」は、日頃の伝承活動の成

果を発表する場となっています。歴史民俗資料館開館以来続く伝統の行

事です。お囃子、巫女舞、棒の手、和太鼓など１３保存会が出演します。 

課題としましては、観覧者が後半になると減ってしまうことで、いか

に観覧者を引き留めるか苦慮しているところです。なお、平成２８年度

は、９月１１日（日）に開催します。 

№12 の「埋蔵文化財保存事業」については、土地開発などで造成さ

れると、埋蔵文化財が破壊消滅する可能性があります。やむを得ず消滅

する場合は、文化財保護法に基づき、発掘調査を行い記録し報告書を作

成する必要があります。市内緊急発掘調査業務委託は、個人などの居住

用住宅等の開発で、公費で発掘調査するものです。増税などの影響で、

件数の増加が見込まれるため増額します。小規模開発発掘調査業務委託

は、開発業者等が行う開発に伴う発掘調査で開発者負担となるもので

す。 

№13 の「資料館展示事業」については、歴史民俗資料館では、常設

展示に加え企画展・特別展を開催しています。しかし本市の目玉である

猿投古窯関係が展示会開催期間しか見られないことや、常設展示室がオ

ープンから３３年経過し、設備が老朽化していることなどから、２８年

度は展示室をリニューアルし、郷土の誇りである古窯の展示を充実する

など、みよしの歴史を分かりやすく学べる展示に一新します。 

№14 の「資料館資料整理事業」については、資料整理は、貴重な資
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料を長く保存し調査・研究や展示などに活用するために必要な業務で

す。２８年度の収蔵品保存管理システム更新費は、現在使用しているシ

ステムのサポートが切れたことと機器の更新のためで、新システムへの

データ移行や保守、機器リース料などです。 

№15 の「石川家住宅管理事業」については、石川家住宅は、大正、

昭和の雰囲気を今に残す貴重な建造物資料です。多くの市民に親しんで

いただき、歴史や文化財に関心を持っていただくよう、イベントの開催

や利用促進に努めています。資料調査費は、土地、建物の他に美術品や

民俗資料などさまざまな調度品も寄贈いただきました。この資料を今後

活用するために、保存や台帳、目録作成のための費用です。以上、歴史

民俗資料館の説明とさせていただきます。 

学校教育課長  №16の「教科アドバイザー非常勤講師配置事業」については、学習

指導要領においてより発展的な学習内容を扱い、発達段階に即した系統

的な指導が求められるようになりました。学級担任制で全教科を担当す

る小学校教員にもよりきめ細かく質の高い専門性が求められるように

なってきており、高い専門性と安全な指導が求められる理科と体育につ

いて、指導実績に長けた教科アドバイザーを雇用し、配置する事業です。 

       平成２７年度は新規事業として理科の教科アドバイザー２名と体育

の教科アドバイザー１名を配置しました。２８年度は体育の教科アドバ

イザーを１名増員して２名体制として市内８小学校の理科及び体育の

指導支援を行っていきます。 

       №17の「初期指導教室設置事業」については、本市において日本語教

育が必要な児童生徒数は年々増加傾向にあります。実際に平成２６年度

末には５０名であったものが、今年２月１５日現在で６９名という状況

です。そこで、ＮＰＯ法人トルシーダとの委託契約により、日本語が十

分理解できない外国人児童生徒のための初期の日本語教育や日本の小

中学校への適応指導を行う事業です。平成２８年度についても、２７年

度に引き続き初期指導教室を設置し、日本語教育が必要な児童生徒の支

援を行っていきます。 

       №18の「（仮称）みよし市教育センター整備事業」については、平成

２８年度開館予定のみよし図書館学習交流プラザ建設事業に合わせて、

「みよし市教育支援センター」を勤労青少年ホームに移転します。これ

を、みよし市教育支援センター事業及び市内教育関係者の研修事業等を

行うため、新たに（仮称）みよし市教育センターとし、教育の充実と振

興を図っていくものです。平成２７年度に設計委託を済ませ、２８年７

月から青少年ホームの改修工事を行い、２９年２月から備品整備を行い

ます。 

       №19の「ハートケア教育サポーター等配置事業」については、本市で

は、平成 22年度に市教育支援センターを開設し、現在までセンター内
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「ハートケア教育グループ」にて、いじめ不登校等の学校における諸問

題解決への支援を実施してきました。本事業では、諸問題に対する学校

や児童生徒、保護者への指導や教育相談をはじめ、適応指導教室の充実

等、いじめ不登校対策で中心的な役割を担うハートケア教育主任サポー

ター等を配置するものです。平成２７年度まではハートケア教育主任サ

ポーター１名と教育支援ワーカー１名を配置していましたが、２８年度

からはハートケア教育主任サポーターを１名増員する予定です。これ

は、ハートケア教育主任サポーターが、小中学校の要請により学校や家

庭支援にあたるケースが増え、全てのニーズに対応することが困難にな

ってきたため、増員するものです。 

       №20「市スクールカウンセラー派遣事業」については、市内小学生と

その保護者、教員を対象として、いじめ・不登校等の諸問題への対応や

支援、発達や就学に関する教育相談、個別の支援が必要な児童に対応す

るための相談機能の充実を図るため、臨床心理士２名を市独自に小学校

に配置するものです。平成２７年度からスタートした事業であり、県ス

クールカウンセラー２名とあわせて市内８小学校で１校あたり２週に

１回の派遣を行うものです。２８年度も事業を継続して実施する予定で

す。 

        №21の「小学校副読本購入事業のうちの副読本「みよし」編集委員

会委託」については、新たな教育振興基本計画の三本の柱の中の一つで

あります「ふるさと学習の推進」の入り口として、小学校３・４年の社

会科で地域の学習をする児童のために、「副読本「みよし」を作成・配

布するもので、そのための編集委員会を設置し、改訂作業を行う事業で

す。 

        №22の「中学校副読本購入事業」については、生徒が使用する教科

用図書以外の補助教材の一部を購入するもので、平成２７年度は資料の

とおり「明るい人生」以下６種類の教材を全生徒数分、「中学生の読書」

を学級文庫用として不足数分を購入しました。２８年度は同様の６教材

に加え「中学生の読書」と「中学生の安全」について全生徒数分を学級

文庫用に購入していきます。「中学生の読書」は、各中学校の朝の読書

や国語科の並行読書等で活用しており、「中学生の安全」については、

防災や安全についての授業でテキストとして活用する予定です。２教材

とも平成２８年度に改訂版が出版されるものです。 

給食センター所長  №23の「給食センター調理場天井耐震化等改修事業」については、

調理場内のつり天井落下防止を目的とした耐震化工事と玄関屋根の雨

漏りや調理場内の排熱対策など場内の環境改善工事を、小中学校の夏季

休暇中に実施するものです。給食再開に向け空調機清掃、害虫駆除消毒、

場内清掃、食器漂白、食器具の洗浄、食材の検収などに５日程度必要な

ため、その間は給食を中止する予定です。平成２７年度は改修工事の設
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計を委託し、２８年度から３０年度までの３年間で工事を実施するもの

です。 

        №24の「給食センター衛生整備事業」については、食中毒や異物混

入防止対策として、平成２７年度ではシューズ用殺菌ロッカー４台の新

設と場内全てのエアカーテン１４台の取り替え、殺菌付き洗浄便座１３

台の取り替えを行いました。２８年度はエプロン用殺菌ロッカー４台の

取り替えを予定しています。 

スポーツ課長  №25の「みよし市スポーツ推進計画策定事業」については、平成１

７年度に策定したスポーツ振興基本計画の計画期間が平成２７年度で

満了するため、平成２６年度と２７年度の２カ年で新たにみよし市スポ

ーツ推進計画を策定したものです。パブリックコメントを実施し、皆さ

んから意見をいただき、今年２月１１日の審議会で最終的に取りまとめ

をいただいたものです。 

       №26の「総合体育館トレーニングルーム拡充事業」については、総合

体育館トレーニングルームを増設し、トレーニング機器の増強・更新と

ともにトレーニング指導員を配置するものです。課題としては、休憩室

を１階から２階に移設しますので、利用者の不便が生じないよう進めて

いきたいと考えています。 

       №27の「総合型地域スポーツクラブ運営補助事業」については、現在

なかよし地区にある「なかよしクラブ」と、みなよし地区にある「三好

さんさんスポーツクラブ」に対して運営費を支援しています。あわせて、

きたよし地区において新たに東海学園大学が中心となって（仮称）「と

もいきスポーツクラブ」が今年６月設立を目指して準備を進めており、

その準備や運営のための補助をしていきます。 

       №28の「カヌー競技全国大会補助事業」については、平成２８年度に

小・中・高校生を対象とした日本カヌーポロジュニア選手権大会を保田

ケ池カヌーポロ競技場を会場として開催するものであり、その実行委員

会に対して補助金を交付していきます。 

市 長  ただいま説明のありましたことについて、皆様からのご意見等をい

ただきたいと思います。挙手のうえ、ご発言をお願いいたします。 

古 田 委 員   地域未来塾推進事業について、新規事業として実施されるとのこと

ですが、これを大きく、長く育てていっていただきたいと思います。中

高生の中には、勉強についていくことができなくて学校から離れていっ

てしまうこともあるかと思います。勉強を頑張れるような環境をつくる

ことは非常に良いことだと思います。サンライブで行われるとのことで

すが、将来的には学校が中核となってフォローしていけるようにならな

いかと思います。 

市 長  平成２８年度はサンライブで実施しますが、これを発展させるのであ

れば、例えばカリヨンハウスやさんさんの郷などでも実施することも考
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えられます。ただ、事業の趣旨や現在の教員の状況を考えると、学校を

中心として実施することは難しいと思います。地域の皆さんから「地域

の子どもたちのために」といった声が上がってきて、地域の有志による

運営ができることが理想です。まずは市の事業として実施しますが、将

来的には地域が中心となって事業が広がっていくことを期待します。 

古 田 委 員   学校図書館と中央図書館が連携し、例えば学校図書館で中央図書館

の図書の貸し借りができるようにならないかと思います。そうすれば、

子どもがもっと図書を借り易くなると思いますが、いかがでしょうか。 

図 書 館 長  現在は、学校図書館と中央図書館がそれぞれ独自のシステムで図書

の管理を行っているため、連携させることはできません。将来的にシス

テムを共有することができれば相互の貸し出し・返却も可能になると思

います。 

教 育 長  このことについては、学校図書館の図書貸し出しのシステム化を行

った際に、中央図書館と同じシステムでないとバーコードから変わって

しまうということで、中央図書館と同じ図書流通センターのシステムを

導入しております。その際、将来計画としては、各学校図書館がつなが

って、そこからまた中央図書館ともつながる計画があったのですが、現

時点ではシステムの連携はできておらず、ニーズがあれば将来的に検討

することとしています。 

古 田 委 員   学校訪問の際、予算の関係で学校図書館の図書を充実させることが

難しいという声を聞きましたので、中央図書館との連携ができれば良い

と思いました。また、小中学生への貸出頻度が高い図書を優先的に学校

図書館に入れるというようなことができると良いと思います。 

教 育 長  団体貸出の中で、１００冊単位を数か月間借りることができますの

で、この制度を各学校が利用できないかということを検討しています。 

図 書 館 長  団体貸出制度は、１００冊単位で１カ月間貸し出しを行うものです。

各小学校から教員が中央図書館に来て書籍を選んだり、指定された分野

の中から司書が選書を行ったうえで、学校から取りに来ていただく形を

とっています。今後は、中央図書館の書籍が増えていきますので、各学

校にはこの団体貸出制度を有効に活用していただきたいと思います。 

市 長  他自治体の団体貸出制度については、教員が図書館に取りにくるの

か、図書館が各学校まで運ぶのか、どのようですか。 

図 書 館 長  他自治体の状況は様々であり、学校から取りにくるところもあれば、

図書館が配達するところもあります。配達している例としては、長久手

市では、団体貸出用の図書を別で持っており、図書館が各学校に配達し

ております。 

図 書 館 長  サンネットの図書コーナーについては、シルバー人材センターに依

頼して図書の配達をしており、将来的には、各学校図書館についてもシ

ルバー人材センターによる配達を拡大するということも考えられます。 
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藤 森 委 員  せっかく新図書館が完成するのに、学校図書館との連携が今まで通

りというのはもったいないと思います。現在、各学校には司書教諭や司

書補の先生方がおみえになります。これらの先生方と中央図書館の職員

などが定期的に会議を持つなど、人的なネットワークをつくることも大

切ではないかと思います。新図書館がオープンすることは、その理由に

もなると思いますので、これを機会に呼びかけしてみてはどうでしょう

か。 

図 書 館 長  図書館では、長年読書感想文や一日司書などの事業を行っており、

その打ち合わせ会として、毎年６月頃に各小中学校の図書関係の担当教

諭に集まっていただいております。新図書館の児童書についても、その

時に意見をいただきました。今後、教員の意見を聞く機会をもう少し増

やしていくことができればと考えております。また、昨年度から児童図

書の担当として一般非常勤職員１名を採用し、現在、希望があれば各小

学校に出向き、読書ボランティアの指導を行ったり、学校図書について

の相談等も受けております。ただ、現在のところ担当者が１人しかいな

いため、なかなか満足に要望に応えることができず、各学校で年に１～

２回程度の実施になっています。 

       なお、子ども読書計画を平成２８年度に策定しますので、その中で各

学校の担当の先生方の意見等を聞いていきたいと考えています。 

市 長  各学校に司書教諭は配置されていますが、市が採用する学校図書館司

書はどのような配置になっていますか。 

学校教育課長  現在、小学校、中学校とも２校に１名が在籍しており、２７年度は

小学校、中学校ともに１校あたり週２日または３日となっていますが、

場合によっては１週間程度１つの学校に続けて勤務することもありま

す。平成２８年度は、特に中学校において、一日あたりの時間数を少な

くして各校に勤務できる日数を増やしていく予定です。 

市 長  学校図書館司書については、先進地等を参考にして研修を充実させる

ことが大切であると思います。図書館は読書担当教員との会議を持つな

どの連携をとっているとのことですが、それだけではなく、実際に現場

で働く学校図書館司書との連携を充実させていくことを考えてほしい

と思います。 

       私は、児童生徒の図書貸出冊数をもっと増やしていくことが必要であ

ると思います。貸出冊数が多いから読書量が多いとは限らないかもしれ

ませんが、子どもたちが学校図書館やサンライブに行って図書を借りる

という状況を教育委員会がいかにして作っていくかということが課題

であると思います。 

藤 森 委 員  市長が言われたように、例えば児童生徒が図書を借りる場合、児童

生徒用の図書コーナーがあると良いと思います。図書館の窓口業務等を

図書館流通センターに委託するとのことですが、図書の分野ごとのコー
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ナーの配置などについても委託するのでしょうか。 

図 書 館 長  図書館流通センターには、窓口での図書等の貸し出し及び返却、レ

ファレンス関係やその他カウンター業務等を委託するものです。業務委

託の期間は３年間であり、そのタイミングで委託業者が変わることも想

定され、業者が変わるたびに図書の配置が変わるようなことがあると利

用者が混乱してしまうため、蔵書計画や図書の配置等については、長期

的な考えに基づいて、すべて職員が行います。 

教 育 部 長  新図書館では、例えば「ティーンズコーナー」や「児童書コーナー」

などをはじめとして、図書の分野ごとの配置は決定しております。内装

等の工事が完了した後、改めて現地を視察する機会を設けますので、ご

確認いただきたいと思います。 

久野委員長  平成２８年度から、生涯学習に関する事務が教育委員会の所管となる

ということですが、今回の機構改革についての市長のお考えをお聞かせ

ください。 

市 長  本市では、以前は生涯学習に関して教育委員会の所管で行っておりま

した。なお、現在、県は教育委員会の所管となっていますが、豊田市は

市長部局にあります。平成２８年度には図書館と生涯学習センターから

なる図書館学習交流プラザがオープンするため、この施設を一体的に運

営し、利用者等の相互交流を図ることが必要であり、また、教育委員会

では、義務教育の比重が高いのは確かですが、生涯学習の推進も重要な

要素であると考えます。これらのことから、生涯学習部門を教育委員会

の所管とした方がより高い効果が得られると総合的に判断したもので

す。 

藤 森 委 員  少人数学級の推進について、市長の政策により、これまでの小学校

１年生から３年生と中学校１年生に加えて、平成２８年度からは中学校

２年生でも３５人学級が実現することはとても素晴らしいことだと思

います。現在の中学校１年生と２年生が大学受験を迎える年には大学入

試センター試験の改革があります。現在の中学２年生が高校３年生にな

る２０１９年度が基礎学力テスト、１年生が高校３年生になる２０２０

年度は全面的なセンター試験の改革があり、センター入試の問題が、今

までの知識偏重型から思考力重視の記述式に変わることになります。現

在、国公立のみでなく多くの私立大学もセンター試験に参加しており、

このセンター試験改革の２０２０年を迎えるにあたり、少人数学級の推

進は非常に大切なことであると思います。今後は、財政状況が厳しくな

ることは承知しておりますが、ぜひ中学校３年生でも少人数学級を実施

いただきたいと思います。 

市 長  総合体育館トレーニングルーム増設に関して、休憩室の移設も必要に

なりますが、工事時期が重なることはないですか。 

スポーツ課長  同時に工事すると、休憩室が一時的に利用できなくなりますので、
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休憩室の移設工事を先に実施し、その後、トレーニングルームの増設工

事を実施する予定です。 

 

市 長  ご意見も出尽くしたようですので、 以上で、本日の議事は終了しま

す。続きまして、「その他」として、本日の議題以外で何かご意見等が

あればお願いいたします。挙手のうえ、ご発言をお願いいたします。 

藤 森 委 員  私は、黒笹小学校が開校して以来、スクールガードと学校周辺のゴ

ミ拾いを毎日続けています。みよし市になってすぐにいわゆる「ポイ捨

て条例」が制定され、「美しいまちをつくっていこう」という掛け声の

もと、運動を行ってきましたが、タバコを捨てる人が非常に多いのが現

実であり、私は毎日１０～２０本の吸い殻を拾っています。車からタバ

コの吸い殻を捨てる人の姿を見て子どもたちは育っていくものであり、

大人が見本を示すべきどころか、逆に悪い見本を示している状況です。 

       せっかく条例があるのだから、この条例を徹底していただきたいと思

います。 

市 長  ゴミやタバコのポイ捨てに関しては、捨てる人の意識を変えていくこ

とが大切であると思います。今後は、市としても、美しいまちづくりの

意識を広められるよう、ポイ捨て条例の趣旨などをできる限り様々な機

会をとらえて、啓発していきたいと思います。 

また、サンアート角の信号交差点あたりで、ちり取りとゴミ拾いト

ングを持って清掃活動をされている方を何度か見たことがありますが、

藤森委員をはじめ、こうした方が増えていくことも非常にうれしいこと

です。ご意見にもありましたように、大人が見本を示すことはとても大

事なことであり、こうした活動に子どもたちが参加するようになるとよ

り良いと思います。市民の皆さんにもこうした意識を持っていただける

よう啓発活動を続けてまいります。 

 

市 長  他に以上で、本日の日程は全て終了しましたので、進行を事務局

にお返しします。 

 

企画政策課長  以上で、平成２７年度第３回みよし市総合教育会議を閉会します。 

 

企画政策課長  一同ご起立ください。 

【一同 礼】 

ありがとうございました。 

 

（午後２時４７分） 

 


